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2015 年 3 月 27 日、神奈川県地方自治研究センター2014 年度第 3 回定例研究会が神奈川県地域

労働文化会館で開催された。横浜市立大学名誉教授で、横浜地方自治研究センター理事長の岡眞人

氏より「スコットランドの独立住民投票 2014」というテーマで報告をいただいた。以下は、その

報告内容をもとに、岡氏が書き下ろしたものである。 
 
 
はじめに 

2014 年 9 月 18 日に行われたスコットラ

ンドの英国（

の慣用表現

として用いる）からの独立の可否に関する住

民投票は英国史の画期となりうる出来事とし

て注目された。また、リーマンショック、ギ

リシャ債務危機などを契機とする不安定な政

治経済状況が続く中で、スコットランドの民

族主義政党が主導する独立運動が英国を揺る

がし、 欧州連合 のみならず世界経済のリ

スク要因になりうるとの懸念も独立住民投票

が世界的に高い関心を集めた要因であったと

みられる。

住民投票の結果は独立賛成 ％、反対

％となり、スコットランドの英国残留が決

まった。しかし、その後の経過を観察すると、

住民投票は英国政治体制の再編成に向けた新

たなステージの開幕を告げるものであること

がわかる。

本稿はまず 節でコットランドの独立住民

投票に至る歴史的経緯を概観する。次に第

節では独立住民投票の結果、スコットランド

の英国内における地位がどのように変わりつ

つあるのかについて観察する。主な検討対象

は、住民投票後に設置されたスコットランド

議会への大幅な権限委譲に関するスミス委員

会 の勧告、それを受けた

英国政府の新スコットランド法案、スコット

ランド等への権限委譲に関連した英国議会改

革案に関する論争である。最後に、スコット

ランド独立住民投票の英国政治に対するイン

パクトを小括するとともに、 年 月の

英国議会総選挙、 年 月のスコットラ

ンド議会総選挙の重要性について一言し結び
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に代えることにしたい。

１ スコットランド独立問題の歴史的経

緯

 
年の合邦から 年スコットラン

ド法まで

1707 年、スコットランド王国とイングラ

ンド王国の合邦によりグレート・ブリテン王

国が成立した。合邦以前に存在したスコット

ランド議会は閉鎖され、スコットランドはイ

ングランド議会に議員を送る形で統治される

ことになった。18 世紀前半のスコットラン

ドではイングランドに対する 2 回の反乱が

起こったが、その後のスコットランドはイン

グランド繁栄の下で 19 世紀末まで安定的に

統治された。20 世紀に入るとアイルランド

自治問題の影響を受け、スコットランド自治

法案（1913）が審議されたが、第 1 次大戦

の勃発により棚上げされた１ 。  
1934 年にはスコットランド民族主義を掲

げるスコットランド国民党  (The Scottish 
National Party、略称 SNP)が結党された。

同党内では英国からの即時独立を掲げる急進

派と英国内での権利拡大を通じて独立を目指

す漸進派との路線対立が繰り返されたが、次

第に中道左派的な後者が主流となっていった。

1960 年に北海油田の開発が始まり、急速に

スコットランドの主要産業となるにつれて、

SNP は石油収入が十分にスコットランドを

潤していないと抗議し、独立を訴えた２。 
1960 年代後半、スコットランド等におけ

るナショナリズムの高揚を受けて、当時の労

働党内閣首相ウィルスン（Harold Wilson）
は 1969 年に英国の政体に関する王立委員会

(Royal Commission on the Constitution)を
設置した。その後間もなく政権交代が起こっ

たが、保守党ヒース政権(1970-74 年)の下で

も委員会の審議は継続された。しかし意見の

対立から全会一致の報告書を作成できなかっ

た。この委員会の多数派報告書(1973 年)は、

スコットランドの内政に関する事項の大半に

ついて決定権を持ち、スコットランド人によ

って直接選挙される議会の設立を勧告した 
３。 

1974 年に政権復帰した労働党はその勧告

の実現に向けて取り組んだが、炭鉱ストなど

の労使紛争と弱い政権基盤の影響によりスコ

ットランド議会設立に関する法案が英国議会

で可決されたのは政権末期の 1978 年だった。

この法の下で、1979 年 3 月 1 日に住民投票

が行われた。その要点はスコットランド有権

者の 40％以上の支持が得られれば、エディ

ンバラにスコットランド議会を設置するとい

うものだった。投票の結果は賛成が有効投票

の 51.6％を占めたものの、低い投票率

（63.7％）が響いて有権者の 32.9％にとど

まり、スコットランド議会設置運動は失敗に

終わった４。しかし、この経験はブレア政権

の下での 1997 年住民投票の前奏曲として重

要な意味を持つものであった。 
 

保守党長期政権下のスコットランド議会

設置運動

1979 年の住民投票が挫折した後、スコッ

トランドの教会、政党、産業界などの代表が

参画するスコットランド議会設置運動が組織

され、1989 年にスコットランド政体会議が

開催された。この会議は 1995 年までにスコ

ットランド議会設置をはじめとする権限移譲

を実現することを目標に掲げ、具体的な構想

案を提起した５。 
この間、英国議会では 18 年間に及ぶ保守

党長期政権（サッチャー政権 1979-1990、
メージャー政権 1990-97）が続いた。スコッ

トランド選出の保守党庶民院議員が少数だっ

たこともあり、保守党政権のスコットランド

に対する態度は概して冷淡だった。対照的に
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労働党はスコットランド議会の設立と権限移

譲について政策綱領の中に謳い続けた。 
 

年スコットランド法の成立とスコッ

トランド議会の設立

1997 年 5 月の総選挙でブレア (Tony 
Blair)を首相とする労働党新政権が誕生する

と、同年 9 月にスコットランドへの権限移

譲に関する住民投票が実施された。争点はス

コットランド議会の設立とその所得税率変更

権限の承認であった。投票結果はスコットラ

ンド議会設立への賛成が投票総数の 74.3％
を占めた（有権者総数の 44.9％、投票率

60.4％)。また所得税率変更権については賛

成が 63.5％であった６。この結果に基づき、

ブレア政権は 1998 年スコットランド法を成

立させた。同法は英国政府に特に留保される

事項以外のすべての権限をスコットランド議

会に委譲することとした。また同法において

スコットランド議会が修正できない英国法が

指定されるとともに、人権等に関する EU
の条約や協定等の遵守義務が定められた７。 

1999 年 5 月に第 1 回スコットランド議会

総選挙が実施され、スコットランド議会が開

設された。選挙制度は小選挙区・比例代表並

立 制 で あ る 。 後 者 は 追 加 議 員 制 度

（Additional Members System）と呼ばれ、

全 73 小選挙区を 8 ブロックに分け、各ブロ

ック 7 名、合計 56 名を修正ドント方式によ

り選出する。この選挙制度はすべて小選挙区

で争う英国総選挙と比べて絶対多数政党が出

にくい仕組みのため、連立政権の確率が高い

と想定されていた。獲得議席数は労働党 56、
スコットランド国民党（SNP）36、保守党

18、自由民主党 17 となり、労働党と自民党

（The Liberal Democrats）の連立政権が誕

生した８。2003 年の第 2 回総選挙では労働

党と SNP が議席を減らしたが、労働党と自

民党の連立政権という点では変化がなかった

９。(議席数の詳細は表 1 参照)  
1999 年から 2004 年の間は、スコットラ

ンド議会の本会議場と委員会室はエディンバ

ラの丘にあるスコットランド教会の集会室に

置かれていた。議会事務局と行政施設はエデ

ィンバラ市議会から貸与された。2004 年に

はスコットランド議会の新施設が竣工した。

カタルーニャ出身の建築家エンリック・ミラ

レスが設計し、過去 100 年間の英国建築の

中で最高との評価を受けた。新議会ビルには

議場に加えて、129 人のスコットランド議会

議員（MSP）と 1000 人以上のスタッフのた

めのオフィスが設置された。2005 年には鉄

道の管理権限の一部が英国運輸大臣からスコ

ットランド行政部（Scottish Executive）へ

委譲された１０。 
 

第 次スコットランド国民党政権

2007 年 5 月の第 3 回スコットランド議会

総選挙は前 2 回と大きく異なる結果となっ

た。スコットランド国民党 SNP が 47 議席

で初めて第一党となった。労働党は比例区の

不振が響いて 46 議席となり、1 議席差なが

ら初めて第二党に転落した。保守党は 17 議

席、自民党は 16 議席となり、連立協議が失

敗したため SNP 単独の少数与党政権となっ

た１１。SNP 党首でスコットランド第一大臣

１２ に 選 出 さ れ た A. サ モ ン ド （ Alex 
Salmond）は 1998 年スコットランド法が定

めるスコットランド行政部（ Scottish 
Executive）という名称をスコットランド政

府（Scottish Government）と呼ぶことにし、

独立への象徴とした１３。 
2007 年末、野党第一党の労働党が提出し

た動議により、1998 年スコットランド法の

再検討を目的とするカルマン委員会(Calman 
Commission)が設置された。スコットランド

議会の財政的説明責任を強化し、英国内にお
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けるスコットランドの地位を向上させるため

の施策が検討された１４。2008 年にはスコッ

トランド沿岸 200 海里内の自然保護に関す

る事項がスコットランド行政部へ権限委譲さ

れた。この変更はオフショア産業、風波発電、

漁業に一定の意味を持つものであったが、漁

獲量については EU 裁定事項であり、石油

とガスに関する権限については英国政府の保

留事項に留められた１５。 
2009 年 8 月、サモンド第一大臣は 2010

年 11 月に独立住民投票を実施する意図を公

表し、2009~10 年スコットランド議会に住

民投票法の審議を行うと通告した。しかし少

数派政権のため議会の承認を得られなかった

１６。 
2010 年 11 月末、カルマン委員会の報告

書に基づいてスコットランド法改正案が作成

され、英国議会に提出された。その主な内容

はスコットランド政府の所得税率変更権限な

らびに財政上の借入権限の強化などであった。

英国政府スコットランド大臣はこの法案につ

いて「財政面における英国成立以降最大の権

限委譲」と表現した。サモンド第一大臣はこ

の法案のうち特に所得税率変更権について不

満を表明した１７。 
 

第 次スコットランド国民党政権とスコ

ットランド法 年改正法

2011 年 5 月の第 4 回スコットランド議会

総 選 挙 で は 、 ス コ ット ラ ン ド 国 民 党

（SNP）が全 129 議席中 69 議席を占めると

いう地滑り的大勝利を収めた１８。この結果

を受けてサモンド第一大臣は独立に向けた住

民投票法案を再提出した。同時に彼は完全な

財政自治権が独立の代替案になりうることを

示唆し、英国政府と交渉した。その結果、所

得税制の細部はスコットランド議会の承認を

得て定めることにするという合意が成立し、

スコットランド法 2012 年改正法が成立した。

その眼目は英国議会の主権を維持しつつ、そ

の枠内でスコットランド議会への権限委譲を

拡大することにあった。主な追加権限は次の

ようである。 
・所得税の税率を上下 10％の範囲内で変更

する権限。 
・印紙税とごみ埋め立て地税の統制など、比

較的小さな税に関する権限。 
・年間 22 億ポンドを上限とする財政資金の

長期借入権限。 
・BBC および王室資産の管理委員会へのス

コットランド代表の参加権 
・薬物、車両運転（運転速度制限など）、空

気銃等に関する法的統制権限 
さらに同改正法ではスコットランド歳入庁の

創設と英国歳入庁からの権限委譲が謳われた

１９。 
 

独立住民投票への道

上述の交渉経過と並行して、スコットラン

ド国民党政権は英国内での権限委譲をこえて

独立を目指す態度を鮮明にし、そのための住

民投票の実施を英国政府に要求した。協議の

結果、エディンバラ合意(2012 年 10 月 15
日)が成立し、英国政府はスコットランド政

府に住民投票を実施する権限を認めた。住民

投票の方式は独立か否かの明確な二者択一と

することになった２０。2013 年 3 月にはスコ

ットランド議会で住民投票法が成立し、翌

2014 年 9 月の住民投票に向けてキャンペー

ン合戦が始まった。 
英国政府は「スコットランド分析プログラ

ム」と呼ばれるプロジェクトを立ち上げ、

「権限移譲および独立の含意」について分析

し、国民に情報提供することにした。その最

初の刊行物（2013 年 2 月）の内容は、①今

日のスコットランドの政体（constitution）、

②独立が意味するものは何か～法律と慣行、

③独立の含意：国内国際両面における法律と
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実際的諸問題、という構成である。その要点

は次のようであった。住民投票で独立賛成多

数という結果になるとすれば、英国議会は独

立国家スコットランドに関する主権を失うこ

とになり、国際法によれば新しい英国議会は

スコットランドを除く旧英国の主権を継続的

に維持することになる。旧英国の主要機関

（イングランド銀行、安全保障と情報に関す

る機関など）は継続国家としての英国の機関

となる。したがって、独立スコットランドは

新しい制度的な仕組みを独自に構築する必要

が生じる。これらの法的結論が、今後 2013
年から 14 年にかけて公表されるスコットラ

ンド分析シリーズの基盤を与える。このよう

な文言を通じて英国政府はスコットランドに

対して独立に伴う諸困難を明示し、英国の枠

組みの中で一層の権限委譲を進めることがス

コットランドの利益になるというメッセージ

を出したのである２１。 
スコットランド政府は「スコットランドの

未来 ~ 独立スコットランドへの案内」

（2013.11.29）を刊行して英国政府に対抗し

た。その骨子は、①独立の利益と独立へのプ

ロセス、②スコットランドは人材と自然資源、

歴史と伝統に富み、これまでの権限委譲を通

じて独立への基盤が強化されたこと、③スコ

ットランド経済の状態は英国の全体平均より

も良いこと、④住民投票で支持されれば

2016 年 3 月 24 日に独立するよう英国、EU
等と交渉すること、⑤金融・財政・経済の現

状、および独立のもたらす利益とスコットラ

ンド政府の優先施策、⑥住民投票で独立反対

となった場合の帰結、などである。英国ポン

ドの継続使用、EU 加盟などの重要課題につ

いて見通しが立っていないなどの弱点は免れ

ないが、キャメロン政権の緊縮的経済政策が

もたらしている貧困・格差問題への取り組み

が強調されていることが特徴点である２２。 
2014 年 9 月 18 日の投票日に向けて激し

い宣伝戦が行われたが、夏までの世論調査結

果は独立反対が 60％程度を占めていた。し

かし、投票直前の 9 月 6 日には独立賛成

51％と世論調査結果が逆転した。危機感を

強めたキャメロン首相はクレッグ副首相（自

民党党首）、ミリバンド労働党党首(影の内

閣首相)とともに緊急記者会見を行い、もし

スコットランドが英国に残留するならば、ス

コットランド議会への「大規模な新権限の委

譲」を行うことを誓約した２３。住民投票は

投票当日まで予断を許さない接戦となったが、

最終結果は独立賛成 45％、反対 55％となり、

独立は否決された２４。 
 
２ 独立住民投票後の英国政治情勢

 
スミス委員会の設置

独立住民投票直後、キャメロン首相は「ス

コットランド議会へのより一層の権限委譲を

進めるための勧告に関する超党派会議」を設

置し、座長にスミス卿を任命した。スミス座

長は長年金融界で活躍し、BBC 会長等の要

職を歴任したスコットランド出身の財界人で

ある２５。この委員会はスミス座長にちなん

でスミス委員会(Smith Commission)が通称

となった。委員会メンバーについてはスコッ

トランド議会に議席を持つ５政党が各２名指

名することとし、合計 11 名で構成されるこ

とになった。スミス委員会は 10 月 31 日締

め切りで広く意見を公募し、14,000 のメイ

ルと手紙に加えて 250 グループからの意見

書が寄せられた。保守党、労働党、自民党の

三大政党は英国主権の内部におけるスコット

ランドへの権限委譲の拡大を骨子とする意見

書を提出した。スコットランド国民党

（SNP）は住民投票結果を真摯に受け入れ

るとしつつ、キャメロン首相らが投票日直前

に行った誓約を誠実に守り、最大限度の権限

委譲を実施すべきだとする意見書を提出した
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２６。 
同時期にスコットランド政府は「さらに大

きな力をスコットランド議会に」（2014 年

10 月 24 日）と題する文書を公表した。その

序文で、住民投票敗北の責任を取って辞任し

たサモンドに代わって第一大臣に就任したス

タージョン(Nicola Sturgeon)は要旨次のよ

うに述べている。スコットランドにおいて変

革に賛成する強力な多数派が存在することは

明白である。住民投票における独立賛成が

45％であり、これに加えてスコットランド

議会への大幅な権限委譲を誓約したキャメロ

ン首相をはじめとする英国三大政党幹部を信

用して英国残留に賛成した人たちが多く存在

する。10 月 5 日に行われたスコットランド

世論調査では独立賛成が 66％を占めた。権

限委譲に関する項目別の賛成回答の割合をみ

ると、防衛と外交以外の全分野でスコットラ

ンド議会の権限を拡大すること（66％）、

スコットランドの税収への統制権の強化

(71%)、北海石油とガスからの税収の統制権

の強化（68％）、福祉制度と公的給付の統

制権の強化（75％）、公的年金制度への統

制権の強化（65％）であった。この世論調

査結果についてスタージョン第一大臣は最大

限の自治を求めるスコットランド議会とスコ

ットランド世論は完全に一致していると総括

し、スミス委員会に圧力をかけた２７。 
 

スミス委員会の勧告

スミス委員会は 2 か月にわたる精力的な

議論を踏まえて英国政府への勧告を内容とす

る報告書を 2014 年 11 月 27 日に公表した。

その要点は以下のようであった２８。 
・スコットランド議会は所得税率を定める完

全な権限を委譲されるべきこと。 
・スコットランド議会はスコットランドで納

税された付加価値税（VAT）の一部を受領す

るべきこと。付加価値税の標準税率は現在

20％であるが、そのうちの 10％をスコット

ランド議会が受領すること。ただし、スコッ

トランド議会は英国全域の付加価値税の税率

に関する発言権はもたないこと。 
・スコットランド議会は資本投資を支援し、

財政的安定を確保するために長期借入権限を

強化されるべきこと。その具体的な内容につ

いては英国政府との合意によること。 
・スコットランド議会とスコットランド政府

が永続的な機関であることを英国法に明記す

るべきこと。スコットランド議会はその議員

の選出と議会運営について法律を定める権限

を委譲されるべきこと。 
・スコットランド議会が選挙投票資格を従来

の 18 歳以上から 16 歳以上へと拡大し、そ

の適用を 2016 年スコットランド議会総選挙

から開始することを英国政府は承認すべきこ

と。 
・スコットランド議会は障害生活給付、個人

自立給付、冬季燃料給付、総合福祉給付２９

の中の住宅給付を含む諸々の福祉給付を統制

する権限を委譲されるべきこと。 
・スコットランド議会は、英国政府の労働・

年金省の事前の許可を必要とせずに、福祉の

全分野において自由裁量的歳出を行う権限を

委譲されるべきこと。 
・スコットランド議会は、雇用プログラムを

通じて失業者を支援するすべての権限を委譲

されるべきこと。 
・スコットランド議会は航空旅客税（スコッ

トランドの空港から出発する旅客への課税）

を統制する権限を委譲されるべきこと。 
・スコットランドにおける王室財産（王室の

有する海底や鉱山の採掘権、漁業権を含む）

ならびにそれらから生じる収入の管理権限は、

スコットランド議会に委譲されるべきこと。 
・スコットランドの陸地に埋蔵されている石

油・ガスの採掘許可権はスコットランド議会

に委譲されるべきこと。 
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・スコットランド政府の鉄道統制権をいっそ

う強化するべきこと。 
・スコットランドに対する英国政府の包括補

助金は引き続きバーネット方式３０（Barnett 
Formula）によって決定されるべきこと。 
・すべての庶民院議員がこれまでと同様に英

国の予算（所得税を含む）を決定するべきこ

と３１。 
・国防、安全保障、石油、ガス、エネルギー

に関連する英国全域にわたる重要なインフラ

に対して、スコットランドへの権限移譲が不

利益を与えることがあってはならないこと。

この理解を両政府が覚書にまとめ合意するべ

きこと。 
スミス委員会勧告の概要は以上である。重

要なポイントは財政自治権の大幅拡大（所得

税、付加価値税、等)、福祉と雇用分野にお

ける大幅な権限委譲、英国法におけるスコッ

トランド議会と政府の永続的地位の明文化な

らびにスコットランド選出の庶民院議員の英

国予算案等に関する議決権の保証(後述する

EVEL への反対)である。スコットランド第

一大臣スタージョンは、スコットランド人の

多数はスミス委員会の勧告よりも一層大きな

権限移譲を望んでいると述べつつも、勧告内

容に一定の評価を表明した３２。 
 

新スコットランド法案をめぐる攻防

スミス委員会の勧告を受けて、キャメロン

首相は 2015 年 1 月末までに法案化作業を行

うこととした。この日程案については、総選

挙（2015 年 5 月）を控えてタイトすぎると

の懸念があったが、新スコットランド法案は

予定通り 2015 年 1 月 22 日に英国政府刊行

物として公表された３３。 
法案公表と同時にキャメロン首相はスコッ

トランド政府を訪問し、スタージョン第一大

臣と会談した。スタージョンは法案に対する

批判を次に掲げる論点にそって展開した。 

・スミス委員会は社会福祉関連給付の統制権

限をスコットランド議会へ委譲することを勧

告したが、法案においてはスコットランド議

会が新しい福祉給付を創設し、あるいは総合

福祉給付に何らかの変更を加えようとすると

きには英国大臣の認可が必要であると記載さ

れた。これはスコットランド政府の福祉政策

に対する英国政府の拒否権が存在することを

意味する３４。 
・失業者の就労支援政策についてスミス委員

会は全面的権限委譲を勧告したが、法案では

既存の支援ネットワークの一部のみが権限委

譲され、その他の重要な政策手段に関する権

限が英国大臣に留保された。新法案は雇用創

出と貧困対策に必要な真の自治権を委譲する

ものではない。 
・スミス委員会はスコットランド議会に資本

投資のための借入権限を委譲することを勧告

したが、法案の内容をみると既存の資本助成

金と比べて実質的な増額にはならない。スコ

ットランド政府はキャメロン政権の緊縮的経

済政策の枠内に繋ぎとめられ、裁量的政策の

余地が乏しい。 
スタージョン第一大臣はこれらの論点を提

起しつつ、法案が 9 月の独立住民投票直前

にキャメロン首相ら英国議会指導者が誓約し

た大幅な権限委譲に反し、スミス勧告からも

大きく後退したと批判した３５。 
これに対してキャメロン首相は、法案がス

コットランド政府に対してその歳入の半分以

上を自主財源で賄えるように権限委譲を保証

するものであることを強調した。首相によれ

ば、これは英国史上初であるばかりでなく、

国際的に見ても地方政府への最も大きな権限

委譲であり、住民投票直前に行った自らの誓

約を十分に満たすものである。スコットラン

ド国民党政権は英国からの完全な独立を目指

しているので、いかなる権限委譲についても

十分に満足することはないだろうが、住民投
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票で独立反対派が勝利した以上、法案の内容

は「適切な落としどころ」であるというのが

首相の立場である３６。 
スミス委員会勧告はスコットランド議会に

議席を持つ主要政党間の協議の結果生まれた

政治的妥協の産物であったが、英国政府がス

ミス勧告を薄める形で法案化したため、対立

の火種が再び燻りだす結果となった。 
 

ウェスト・ロジアン問題と

以上の議論に関連して、もう一つの重要な

論点についての応酬があった。これまでスコ

ットランドの選挙区から英国議会庶民院に選

出された議員はイングランドのみに関係する

法案については事実上棄権するという慣行が

あった。これについてスタージョン第一大臣

は国民保健サービスや教育サービスに関する

イングランドの予算決定がスコットランドの

予算に影響することがあるので、スコットラ

ンド国民党に属する庶民院議員は投票権を行

使すると宣言したのである３７。これに対し

てキャメロン首相は「イングランド人がイン

グランド法を決定する」(English votes for 
English laws, 略称 EVEL)という新しい議

会ルールを法制化する強い意欲を表明したの

である３８。 
この応酬の背景にはいわゆる「ウェスト・

ロジアン問題」がある３９。それは 1977 年に

スコットランドのウェスト・ロジアン選挙区

選出の労働党庶民院議員であったダリル

（Tam Dalyell）が労働党政権のスコットラ

ンド議会設立政策に対して英国政体の観点か

ら疑問を呈したのに因んで命名された。 
この問題を 1997 年に成立したブレア労働

党政権以降の事態に即して説明してみよう。

ブレアの下で、スコットランド、ウェールズ、

北アイルランドにおいて議会が開設され、保

健、住宅、教育、警察など多くの政策分野に

おいて権限委譲が進められた。この事態の下

で、英国議会においてイングランド以外の選

挙区から選出された議員がイングランドだけ

に関係する法案についてイングランド選出議

員と同等の議決権を行使できるのは不公平で

はないかという問いがこの問題の核心である。

これは地方への権限委譲がもたらした英国政

体のパラドックスとも言える問題である。ス

ミス委員会は容易に決着をつけることのでき

ない EVEL に踏み込まないように勧告した

４０。しかしキャメロン首相はこれを無視し

たのである。 
キャメロン首相の EVEL 推進発言にスコ

ットランド政府と SNP が強く反発したのは

当然であるが、前労働党政権の首相だったブ

ラウン(Gordon Brown)もキャメロン首相の

EVEL 推進方針を英国解体のリスクを高め

る愚策として強く批判した。その要点は次の

ようである。英国総人口のうちイングランド

が 84%を占め、スコットランド 8％、ウェー

ルズ 5％、北アイルランド 3％である。この

ように英国の地方別人口に大きな不均衡があ

る以上、人口の少ない地方の権利を守るルー

ルが英国の一体性を守るために必要不可欠で

ある。EVEL はイングランドの利害にこだ

わって英国の利益を損なうだけでなく、世界

で初めて二種類の議員を持つ議会を作り出す。

すなわち完全な議決権を持つイングランド選

挙区選出議員と、部分的な議決権しか持たな

いスコットランド等の選挙区から選出される

議員である。このような事態が生じれば民族

主義者たちの抵抗はいっそう強まり、混乱が

長く続くだろう。ブラウンはこのように論じ、

第一次世界大戦後に起こったアイルランド独

立戦争の歴史的教訓に学び、EVEL 撤回を

キャメロン政権に訴えた４１。 
しかし、キャメロン首相は EVEL 推進の

構えを崩さず、5 月の総選挙で勝利すれば優

先的審議事項にする方針である。EVEL の

具体策については様々な考え方があるが４２、
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2 月に保守党の重鎮ヘイグ(William Hague)
が公表した案は次のようである４３。庶民院

においてイングランドのみに関係する法案の

審議を行うに際しては、三段階ある法案審議

のうち最終段階は従来通り全議員の投票によ

って決するが、第一、第二段階はイングラン

ド選出の庶民院議員のみによって採決する。

スコットランド選出議員は質疑討論の機会を

持つが、採決には参加できないことになる。

ここには EVEL を強調することによってス

コットランド国民党政権を牽制するとともに、

イングランドにおける議席増を目論む保守党

の選挙戦略が明示されている。 
 
結びにかえて

 
スコットランド独立住民投票における賛成

45％、反対 55％という結果は、スコットラ

ンド住民の微妙に揺れる心情をよく表現して

いるように感じられる。同時にその数字は絶

妙な政治的バランスをもたらすものでもあっ

た。スコットランドは英国に残留するという

選択により、通貨、国防、外交等のハードル

の高いリスク要因を避けつつ、同時に英国議

会からスコットランド議会への大幅な権限委

譲を引き出すことに成功した。英国政府側に

とってもスコットランドの独立は英国解体の

危機であるばかりでなく、EU 全域に広がる

経済危機と政治的不安定を増幅する結果を招

くことにもなりかねないので、なんとしてで

もスコットランドを英国に繋ぎとめる必要が

あった。この意味で住民投票結果はキャメロ

ン首相にとって満足すべき勝利であった。ス

コットランド側にとっても住民投票を通じて

今後につながる強い交渉力を獲得したという

意味で実質的には非常に大きな政治的成果を

勝ち取ったと言えよう。 
スコットランド政府はさしあたり連邦制に

通じるような最大限の権限委譲を英国政府に

要求しつつ、長期的展望として独立の旗を堅

持できる。スコットランド国民党 SNP は独

立住民投票時の党員数 2.5 万人から 2015 年

1 月には 9.3 万人と激増し、スコットランド

における政党支持率が 50%前後を記録する

勢いである４４。SNP は 5 月の総選挙で英国

議会に多数の議員を送り込む準備を進めてい

る。最近の世論調査によると、SNP がスコ

ットランドの全 59 議席のうち半数以上を占

める可能性があり、50 議席以上という極端

な予想さえ出されている４５。 
スコットランドは長く労働党の強い地盤で

あったが、スコットランドにおける党勢の衰

退は労働党が英国の政権に返り咲く力を削ぐ

ことに直結する。しかし別のシナリオもあり

うる。最近の世論調査によれば労働党と保守

党の支持率が 30％台で拮抗し、2015 年 5 月

の総選挙では両党ともに過半数を制すること

ができず、連立政権が必至と予想されている。

労働党は SNP との連立は否定しているが、

両党は福祉政策、雇用政策などで共通点があ

るので何らかの形で連携する機会があるかも

しれない。そうなれば、スコットランドへの

一層の権限委譲のシナリオが現実化する可能

性がある４６。 
保守党が推進しようとしている EVEL は

「スコットランド議会があるにもかかわらず、

なぜイングランド議会がないのか」という素

朴なイングリッシュ・ナショナリズムに応え

る形をとりつつ、実質的に英国議会内でのス

コットランド等の影響力拡大を制限し、ひい

ては労働党と SNP の連立政権を牽制する狙

いがあるとみることができる。 
スコットランド独立住民投票の結果によっ

て英国政府は当面する危機を脱したとはいえ、

それは今後長期にわたるスコットランド政府

との新たな権限委譲交渉の出発点に過ぎない。

本稿でたどってきたスミス委員会勧告、新ス

コットランド法案、その後の英国政府とスコ
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ットランド政府の激しい議論の応酬は新たな

ステージの開幕を告げるものであった。その

交渉経過は英国内のウェールズ、北アイルラ

ンドにも影響を与えることになる。2015 年

5 月の英国総選挙でキャメロン首相が勝利し

て EVEL を推進し、2016 年 5 月のスコット

ランド議会総選挙で SNP が 2011 年と同様

に圧勝することになれば、スコットランド独

立運動が再び高揚する可能性が高い。両選挙

は英国の今後に大きな影響を及ぼすイベント

として注目される４７。 
 
                                                   
１   
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ament 
１１ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Parli
ament_general_election,_2007 

                                                                              
１２ The First Minister、英国議会の首相に

当たり、議会によって選任される。 
１３ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Parli
ament_general_election,_2007 
１４ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Commission_o
n_Scottish_Devolution 
１５ 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Sco
ttish_devolution 
１６ Ibid. 
１７ Ibid.  
１８ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Parli
ament_general_election,_2011 
１９ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland_Act_
2012 
２０ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Edinburgh_Ag
reement_%282012%29 
２１ Scotland Office, HM Treasury, Cabinet 
Office (11 Feb, 2013), Scotland Analysis: 
Devolution and the Implications of 
Scottish Independence, Cm. 8554 
https://www.gov.uk/government/uploads/sy
stem/uploads/attachment_data/file/79407/
Report_excluding_annexes_Independan.._2
_.pdf 
２２ The Scottish Government (November 
2013), Scotland’s Future: Your guide to an 
independent Scotland. 
http://www.gov.scot/Resource/0043/0043902
1.pdf 
２３ BBC news, Scotland politics, Scotland 
independence: Cameron, Miliband and 
Clegg sign ‘No’ vote pledge. 
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-
scotland-politics-29213418 
２４ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_indep
endence_referendum,_2014 
２５ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Smith,
_Baron_Smith_of_Kelvin 
２６ https://www.smith-commission.scot/ 
２７ Scottish Government, More powers for 
the Scottish Parliament: Scottish 
Government Proposals, October 10, 2014. 
http://www.gov.scot/Publications/2014/10/2
806/1 
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２８ Report of the Smith Commission for 
further devolution of powers to the 
Scottish Parliament, 27 November, 2014 
https://www.smith-commission.scot/wp-
content/uploads/2014/11/The_Smith_Com
mission_Report-1.pdf 
２９https://www.gov.uk/universal-credit. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Cre
dit 
３０ これは英国政府の公共事業費の配分方式

で、2012-3 年度の英国全体平均を 100 とし

てスコットランド 116、イングランド 97 と

いう格差が生じていたため、イングランドで

は是正を求める世論が高まっていたが、スミ

ス委員会は現状維持を勧告したことになる。

http://en.wikipedia.org/wiki/Barnett_formu
la 
https://devolutionmatters.wordpress.com/t
he-barnett-formula-and-the-financing-of-
devolution/ 
３１ この項目の含意は後述する EVEL にみ

られるスコットランド選挙区選出庶民院議員

に対する議決権の制限を求める意見に反対す

ることにあると考えられる。 
３２ 
http://news.scotland.gov.uk/News/Smith-
Commission-proposals-published-
12bb.aspx 
３３ 法案の正式文書名は「連合王国における

スコットランド～永続的な問題解決」で、全

44 条からなる。H. M. Government, 
Scotland in the United Kingdom; An 
enduring settlement, Jan. 22, 2015. 
https://www.gov.uk/government/uploads/sy
stem/uploads/attachment_data/file/397079/
Scotland_EnduringSettlement_acc.pdf 
３４ 例えば貧困者を直撃する「寝室税」

（Bedroom tax: 使用していない寝室等があ

ると認定されれば住宅手当が減額される）を

スコットランド議会が廃止しようとしても英

国政府から拒否される可能性がある。

http://en.wikipedia.org/wiki/Under-
occupancy_penalty 
３５ Nicola Sturgeon, David Cameron has 
broken his ‘vow’ to the Scottish People 
http://www.theguardian.com/commentisfre
e/2015/jan/22/david-cameron-scottish-vow-
smith-commission 
３６ The Scotsman, Smith Commission: 
‘More powers’ vow delivered - PM 
http://www.scotsman.com/news/politics/top

                                                                              
-stories/smith-commission-more-powers-
vow-delivered-pm-1-3669009 
３７ Nicola Sturgeon, op. cit. 
３８ The Scotsman, ibid. 
３９ 
http://en.wikipedia.org/wiki/West_Lothian_
question 
４０ 注 31 参照 
４１ Gordon Brown, Scotland didn’t kill off 
the United Kingdom –but Cameron would 
http://www.theguardian.com/commentisfre
e/2015/feb/03/scotland-united-kingdom-
tory-evel-constitution 
４２ McKay Commission (March 2013) 
Report of the Commission on the 
Consequences of Devolution for the House 
of Commons 
http://www.centreonconstitutionalchange.a
c.uk/sites/default/files/papers/McKay%20C
ommission.pdf 
４３ Guardian (3 Feb. 2015) William Hague 
unveils plans to stop Scottish MPs voting 
on English issues 
http://www.theguardian.com/uk-
news/2015/feb/03/william-hague-plan-bar-
scottish-mps-voting-english-issues 
４４ http://www.snp.org/media-
centre/news/2015/jan/snp-begins-biggest-
ever-members-consultation 
４５ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_pollin
g_for_the_2015_United_Kingdom_general_
election 
４６ 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingd
om_general_election,_2015 
４７ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Parli
ament_general_election,_2016 
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表1　スコットランド総選挙における主要政党別獲得議席数
労働党 国民党 自民党 保守党 緑の党 その他

1999議席総数
ｳﾁ小選挙区議席数

2003議席総数
ｳﾁ小選挙区議席数

2007議席総数
ｳﾁ小選挙区議席数

2011議席総数
ｳﾁ小選挙区議席数

(注）
スコットランドの諸政党の正式名称は次の通り。

(資料）注8,9,11,18を参照

表2　スコットランド総選挙、追加議員制度(比例代表制）における得票率（％）
1999年 2003年 2007年 2011年

労働党
スコットランド国民党
自由民主党
保守党
緑の党
諸派
(注)
表1と同じ

表3　英国総選挙、主要政党別獲得議席数（1997-2010）

1997年 2001年 2005年 2010年
保守党
労働党
自由民主党
諸派、その他小計
（うちスコットランド国民党）

議席総数
(資料）
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公契約条例は、新たに千葉県我孫子市、兵庫県加西市で成立し、岩手県、岐阜県で「基本条例」

が制定された。また、既に公契約条例が制定されている渋谷区は 年 月 日、相模原市は

年 月 日にそれぞれ条例改正がなされている。以下、公契約条例の制定状況と公契約条

例の 年度の適用範囲と賃金・報酬下限額についてとりまとめたので報告する。

１．公契約条例の制定状況

（１）年次別制定状況

公契約条例 もしくは公契約基本条例 （以

下「基本条例」）など名称の如何にかかわらず、

自治体の公契約に係る条例の年次別の制定状

況は次のとおりである。

年 自治体名

年 山形県

年 野田市

年 江戸川区 川崎市

年 相模原市 多摩市 高知市

年 渋谷区 国分寺市 厚木市

年 前橋市 秋田市 足立区 直方市

年 長野県 千代田区 三木市 奈良県

草加市 世田谷区

年 岐阜県 岩手県 我孫子市 加西市

                                                   
1自治体が発注する工事・委託・指定管理業務などに

従事する労働者等の賃金・報酬下限額について条例

で定めのあるもの。 
2自治体の公契約について基本理念やあり方等を定

めたもので、賃金・報酬下限額の定めのないもの。 
3高知市は、2014 年 9 月に条例を改正し、基本条例

から公契約条例になった。 

※ゴチックは公契約条例

公契約条例および「基本条例」ともに年々

増えてきている。最近は、「基本条例」が増え

る傾向にある。特に県段階での「基本条例」

の制定が増えている。

（２）公契約条例の制定状況

公契約条例は、 年 月 日現在で

自治体で制定されている。内訳は、千葉県２

（野田市、我孫子市）、東京都５（多摩市、渋

谷区、国分寺市、足立区、千代田区）、神奈川

県３（川崎市、相模原市、厚木市）、兵庫県２

（三木市、加西市）、高知県１（高知市）福岡

県１（直方市）となっている。

 
（３）公契約基本条例の制定状況

公契約基本条例（以下「基本条例」）は、同

じく 自治体で制定されている。内訳は、岩

手県１（岩手県）、秋田県１（秋田市）、山形

県１（山形県）、群馬県１（前橋市）、埼玉県

１（草加市）、東京都２（世田谷区、江戸川区）、

長野県１（長野県）、岐阜県１（岐阜県）、奈

良県１（奈良県）となっている。

「基本条例」については、近年は公契約の

 
「公契約条例」の現況について

－「条例」の適用範囲・報酬下限額等を中心に－

 
 

公益社団法人 神奈川県地方自治研究センター 
主任研究員 勝島 行正 

 
 
 
 
 
 
 

四日市市

三

三県（四日市市）、奈良県 1（奈良県）。
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理念やあり方を定めただけでなく、「労働条件」

等について受注者に報告をもとめるなど多様

化している。

２．新たに条例を制定した自治体

（１）岩手県（達増拓也知事・２期目）

年 月 日に岩手県議会は、「県が締

結する契約に関する条例」を全会一致で可決

した。

岩手県では、震災の復興に従事する労働者

の賃金が、設計労務単価などでは高く示され

ているが、実際には低く抑えられている現状

にあるとして連合岩手などが条例の制定を積

極的に働きかけてきた。

年 月に県議会で連合岩手などが提

出した「公契約条例の早期制定をもとめる請

願」が採択され、 年 月に庁内に「公契

約のあり方検討チーム」が設置された。

年 月に県議会に中間報告があり、 年

月 日から 月 日にかけてパブリックコ

メントが実施された。

施行は、 年 月 日であるが、第 条

については、 月 日施行。

条例の特徴点は、「賃金・社会保険関係法令

（最賃法、健康保険法、厚生年金法、国民年

金保険法、雇用保険法等）の遵守を定め（第

７条）」、「『特定県契約』については、第 条

の遵守状況について受注者に報告をもとめる

（第８条）」、となっている。

（２）我孫子市（星野順一郎市長・ 期目）

年 月 日に千葉県我孫子市議会は、

「我孫子市公契約条例」を全会一致で可決し

た。

千葉県では、野田市に次いで 例目となる。

なお、条例は 月 日に施行されるが、

年 月 日以降の契約から適用となる。

2014 年 3 月市議会で星野市長は「2015 

年度中に公契約条例をつくりたい」と答弁し、

5 月に庁内に「入札及び契約制度検討委員会」

を設置し、検討を重ねた。2014 年 9 月市議

会では、市側から「2015 年 3 月市議会に提

案する」との答弁があり、2014 年 12 月 24
日から翌年 1 月 22 日にかけて条例案につい

てパブリックコメントを実施。この間、建設

業界からの強い反対もあり、条例提案の行方

が注目されていたが、1 月 18 日に行われた市 
長選挙で星野市長が 3 選を果たし、2 月 25 
日に市議会に提案された。しかし、委員会で

は自民党や公明党から反対があり、3 月 19
日に市長側が修正提案を行い、採決された。 

主な修正点は、ア．「条例の適用範囲」：a
工事（原案）5,000 万円以上→（修正）1 億

円以上 b 委託（原案）1,000 万円以上→（修

正）2,000 万円以上（第 5 条） イ．（原案）

元請による賃金台帳報告義務
．．

→（修正）下請・

派遣事業者の報告は任意（第 8 条第 2 項）。 
今後は、条例の運用にあたっては実効があ

がるよう、市側が事業者側の理解と協力を得

るように努めることが求められる。 
【条例の要点】 
（ ）条例の適用範囲（第 条）

工事 億円以上

委託 万円以上

指定管理 市長または教育委員会が認めた

もの

（ ）報酬下限額（第 条）

工事 公共工事設計労務単価

委託・指定管理 我孫子市臨時職員（事務

補佐員）及び地域最賃額

                                                   
4公共工事設計労務単価：国交省・農林水産省の事業

のうち毎年 月に施工中の 万円以上の工事を

対象に 職種（ 年以前は 職種）、約 万人

（ 年）について調査している。調査結果は、県

別・職種別に集計している。この単価は「公共工事

の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契

約等における労務単価や雇用契約における労働者へ

の支払い賃金を拘束するものではない」とされてい

る。 
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（ ）公契約の規定事項（第 条）

①第 条から第 条までの規定

②受注者は、社会保険加入していること。

下請者が未加入の場合は、加入の指導・

助言すること

③工事受注者は、見積書に法定福利費の内

訳明示。社会保険料相当額を含む額で下

請契約を締結すること

④受注者及び受注関係者による労働者等の

申出を理由とする不利益取扱いの禁止

⑤受注関係者の「立入検査」に係る協力

（ ）公契約審議会（第 条）

（３）岐阜県（知事・ 期目）

年 月 日に岐阜県議会は、「岐阜県

公契約条例」を全会一致で可決した。いわゆ

る「基本条例」である。 年 月 日施行。

年 月 日に、「公契約に関する有識

者懇談会（学識者３、経営者１、連合１、市

長会１、町村会１）」を開催し、 月 日ま

での間に 回の懇談会を開催した。懇談会で

は、事業者団体や建設労働団体等からの聴取

や、構成員による公契約条例に関する意見交

換を重ねたが、意見のとりまとめにあたって

は「公契約条例の制定にあたっては、公契約

の理念やあり方を定めたもの」となった。

その後、 年 月 日から 月 日まで

「条例の骨子（案）」についてのパブリックコ

メントが実施された。

（４）加西市（西村和平市長・ 期目）

年 月 日に兵庫県加西市議会は、

「加西市公契約条例」を可決した。

年 月に初当選した西村市長は、「公

契約条例」を公約していたが、進展しなかっ

た。 年 月 日に連合地協、加西市職

員組合、兵庫土建などが条例制定をめざして

「加西市を豊かにする公契約条例づくり連絡

会」をつくり、 月には署名運動を展開し、

年 月に市長に署名簿を提出した。

その後、 年 月 日に条例内容等に

ついて審議する「加西市公契約条例策定審議

会（学識１、労働代表２、経営代表２名で構

成）」を設置し、 年 月 日まで計 回

開催され、報告した。 年 月 日から

月 日にかけてパブリックコメントを行い、

月 日市議会に提案した。

［条例の要点］

（ ）条例の適用範囲（第 条）

工事 万円以上

委託 万円以上

指定管理 万円以上の指定管理協定

（ ）報酬下限額（第 条）

工事 設計労務単価

委託・指定管理 一般職員の給与に関する

規則第 条及び別表第

に定める額並びに市内の

同種の労働者の賃金等

（ ）公契約に係る労働条件等（第 条）

次の法令等の遵守。

・労働基準法・労働組合法・労働安全衛

生法・男女雇用機会均等法・労働契約法

・「パート労働法」

（ ）公契約審議会（第 条）

３． 年「公契約条例」の「適用範

囲」－改正のあった自治体－

条例の適用範囲は、工事、委託、指定管理

ともに表 1 のとおり自治体によって大きく異

なっている。2015 年度に改正の行われた自治

体は、以下のとおりである。 
（１）野田市

野田市は 2009 年に制定以後改正を重ねて

おり、2015 年度も工事契約額を 4,000 万円以

上に拡大させた。（工事契約額については、

2009 年度 1 億円以上、2011 年度から 5,000
万円以上） 

「公契約条例」の現況について　15



 

2
0
1
5
年

4
 月

1
日

現
在

自
治

体
名

(条
例

成
立

年
)

工
事

契
約

指
定

管
理

野
田

市
（
2
0
0
9
）

4
0
0
0
万

円
以

上
（
※

2
0
1
4
年

度
5
0
0
0
万

円
以

上
）

1
0
0
0
万

円
以

上

１
．

予
定

価
格

1
0
0
0
万

円
以

上
の

契
約

①
市

の
施

設
の

設
備

又
は

機
器

の
運

転
又

は
管

理
　

②
保

守
点

検
　

③
市

の
施

設
の

清
掃

　
④

電
話

交
換

、
受

付
及

び
案

内
　

⑤
警

備
及

び
駐

車
場

の
整

理
　

⑥
野

田
市

文
化

会
館

の
舞

台
の

設
備

又
は

機
器

の
運

転
　

⑦
不

燃
物

の
処

理
施

設
の

設
備

及
び

機
器

の
運

転
そ

の
他

の
管

理
　

⑧
学

校
給

食
の

調
理

及
び

運
搬

２
．

市
長

が
適

正
な

賃
金

等
の

水
準

を
確

保
す

る
た

め
に

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
契

約
①

保
健

セ
ン

タ
ー

、
関

宿
保

健
セ

ン
タ

ー
及

び
野

田
市

急
病

セ
ン

タ
ー

の
清

掃

2
0
1
2
年

1
0
月

3
日

以
降

に
締

結
す

る
す

べ
て

の
指

定
管

理
協

定

川
崎

市
（
2
0
1
0
）

6
億

円
以

上
1
0
0
0
万

円
以

上

①
人
的
警
備
、
駐
車
場
管
理
　
②
建
築
物
清
掃
、
建
築
物
環
境
測
定
、
建
築
物
空
気
調
和
用
ダ
ク
ト
清
掃
、

建
築
物
飲
料
水
水
質
検
査
、
建
築
物
飲
料
水
貯
水
槽
清
掃
、
清
掃
建
築
物
配
水
管
清
掃
、
建
築
物
ね
ず
み
こ

ん
虫
等
防
除
、
建
築
物
環
境
衛
生
総
合
管
理
等
　
③
道
路
清
掃
、
下
水
道
清
掃
、
汚
水
処
理
施
設
清
掃
等

④
電
気
・
機
械
設
備
保
守
点
検
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
保
守
点
検
、
消
火
設
備
保
守
点
検
、
ボ
イ
ラ
ー
維
持
管

理
、
浄
化
槽
保
守
点
検
、
下
水
菅
き
ょ
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
調
査
、
そ
の
他
　
⑤
デ
ー
タ
入
力

す
べ

て
の

指
定

管
理

協
定

相
模

原
市

（
2
0
1
1
）

1
億

円
以

上
（
2
0
1
4
年

度
3
億

円
以

上
）

5
0
0
万

円
以

上
（
2
0
1
4
年

度
1
0
0
0
万

円
以

上
）

①
庁
舎
そ
の
他
の
建
物
及
び
そ
の
付
帯
施
設
の
警
備
、
清
掃
、
設
備
運
転
監
視
又
は
案
内
　
②
給
食
の
調
理

③
デ
ー
タ
入
力
　
④
窓
口
受
付
　
⑤
①
～
④
の
業
務
を
一
部
に
含
む
業
務

１
指

定
管

理
者

に
雇

用
さ

れ
る

者
　

２
指

定

管
理

者
が

締
結

し
よ

う
と

す
る

契
約

額
5
0
0

万
円

以
上

の
契

約
及

び
労

働
者

派
遣

契
約

の
う

ち
、

次
の

契
約

に
係

る
作

業
に

従
事

す

る
者

①
庁

舎
そ

の
他

の
建

物
及

び
そ

の
付

帯
施

設
の

警
備

、
清

掃
、

設
備

運
転

監
視

又
は

案
内

　
②

給
食

の
調

理
③

デ
ー

タ
入

力
④

窓
口

受
付

⑤
①

～
④

の
業

務
を

一
部

に
含

む
業

務

多
摩

市
（
2
0
1
1
）

5
0
0
0
万

円
以

上
1
0
0
0
万

円
以

上

①
市

役
所

本
庁

舎
等

総
合

管
理

等
　

②
公

共
下

水
道

管
渠

調
査

清
掃

等
　

③
小

中
学

校
他

樹
木

管
理

等
　

④
可

燃
物

等
収

集
運

搬
等

　
⑤

移
動

教
室

及
び

合
同

実
踏

送
迎

用
バ

ス
借

上
等

　
⑥

学
童

ク
ラ

ブ
運

営
等

　
⑦

い
き

が
い

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

事
業

業
務

等
　

⑧
地

域
活

動
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業
業

務
等

　
施

設
又

は
公

園
の

管
理

業
務

　
⑨

市
長

が
特

別
に

認
め

た
業

務
（
多

摩
市

立
唐

木
田

図
書

館
開

館
業

務
、

多
摩

市
立

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

南
野

調
理

所
に

係
る

調
理

）

複
合

文
化

施
設

、
多

摩
中

央
公

園
内

駐
車

場
、

永
山

駅
駐

輪
場

、
多

摩
セ

ン
タ

ー
駅

東

駐
輪

場
、

多
摩

セ
ン

タ
ー

駅
西

駐
輪

場
、

温

水
プ

ー
ル

、
総

合
福

祉
セ

ン
タ

ー
、

永
山

複

合
施

設
駐

車
場

渋
谷

区
（
2
0
1
2
）

1
億

円
以

上

1
0
0
0
万

円
以

上
（
2
0
1
5
年

度
か

ら
適

用
）

①
施

設
等

の
清

掃
　

②
保

育
施

設
運

営
　

③
給

食
調

理

渋
谷

区
公

会
堂

、
渋

谷
区

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
、

渋
谷

区
高

齢
者

在
宅

サ
ー

ビ
ス

（
2
0
1
5
年

度
か

ら
適

用
）

表
１

　
2
0
1
5
年

度
公

契
約

条
例

適
用

範
囲

委
託

契
約

16　自治研かながわ月報 2015年4月号（No.152）



 

自
治

体
名

(条
例

成
立

年
)

工
事

契
約

委
託

契
約

指
定

管
理

国
分

寺
市

（
2
0
1
2
）

9
0
0
0
万

円
以

上
1
0
0
0
万

円
以

上

①
設

備
の

保
守

点
検

　
②

施
設

・
設

備
の

管
理

（
運

転
）
　

③
施

設
管

理
（
受

付
等

（
電

話
交

換
・
自

転
車

駐
車

場
管

理
含

む
）
）
　

④
施

設
の

清
掃

　
⑤

ゴ
ミ

収
集

・
運

搬

①
1
0
0
0
万

円
以

上
の

指
定

管
理

②
指

定
管

理
者

で
公

の
施

設
の

使
用

許
可

及
び

当
該

公
の

施
設

の
維

持
管

理
を

主
た

る
業

務
と

す
る

も
の

厚
木

市
（
2
0
1
2
）

1
億

円
以

上
1
0
0
0
万

円
以

上

　 ①
庁

舎
そ

の
他

の
建

物
（
そ

の
敷

地
を

含
む

。
）
に

お
け

る
清

掃
、

警
備

、
駐

車
場

管
理

、
受

付
、

案
内

又
は

電
話

交
換

　
②

道
路

、
公

園
そ

の
他

の
施

設
の

清
掃

　
③

給
食

の
調

理
「
厚

木
市

老
人

憩
い

の
家

」
を

除
く

指
定

管
理

協
定

足
立

区
（
2
0
1
3
）

1
億

円
8
0
0
0
万

円
以

上
9
0
0
0
万

円
以

上
①

庁
舎

そ
の

他
施

設
に

お
け

る
設

備
又

は
機

器
の

運
転

又
は

管
理

　
②

庁
舎

そ
の

他
施

設
に

お
け

る
電

話
交

換
、

受
付

及
び

案
内

　
③

そ
の

他
区

長
が

適
当

と
認

め
る

も
の

区
立

保
育

園
、

都
市

農
業

公
園

、
花

畑
公

園
桜

花
亭

、
元

淵
江

公
園

・
生

物
園

、
生

涯

学
習

セ
ン

タ
ー

、
地

域
学

習
セ

ン
タ

ー
、

区

立
図

書
館

、
地

域
体

育
館

、
中

央
本

町

プ
ー

ル
、

総
合

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン

タ
ー

、
東

綾

瀬
公

園
温

水
プ

ー
ル

、
竹

の
塚

温
水

プ
ー

ル
、

千
住

本
町

小
学

校
温

水
プ

ー
ル

、
文

化
芸

術
劇

場
、

西
新

井
文

化
ホ

ー
ル

、
こ

ど

も
未

来
創

造
館

直
方

市
（
2
0
1
3
）

1
億

円
以

上
1
0
0
0
万

円
以

上
①

施
設

等
の

管
理

運
営

　
②

施
設

等
の

清
掃

　
③

施
設

等
の

警
備

　
④

 一
般

廃
棄

物
収

集
・
運

搬
　

⑤
学

童
保

育
所

運
営

　
⑥

学
校

給
食

調
理

　
⑦

窓
口

　
⑧

外
国

語
指

導

①
予

定
価

格
1
0
0
0
万

円
以

上
②

予
定

価
格

に
対

し
て

、
人

件
費

の
占

め
る

割
合

が
概

ね
7
割

以
上

の
指

定
管

理
者

協
定

。
体

育
施

設
、

文
化

施
設

、
公

園
管

理

三
木

市
（
2
0
1
4
）

5
0
0
0
万

円
以

上
1
0
0
0
万

円
以

上
①

庁
舎

清
掃

、
警

備
、

駐
車

場
管

理
、

受
付

、
案

内
又

は
電

話
交

換
  

②
道

路
、

公
園

そ
の

他
の

施
設

清
掃

、
給

食
の

調
理

1
0
0
0
万

円
以

上
の

指
定

管
理

協
定

千
代

田
区

（
2
0
1
4
）

1
億

5
0
0
0
万

円
以

上
3
0
0
0
万

円
以

上

　 ①
施

設
管

理
　

②
給

食
調

理
　

③
警

備
、

車
両

運
行

　
④

清
掃

　
⑤

廃
棄

物
、

資
源

等
回

収
　

⑥
窓

口
、

管
理

す
べ

て
の

指
定

管
理

協
定

高
知

市
（
2
0
1
4
改

正
）

1
億

5
0
0
0
万

円
以

上
5
0
0
万

円
以

上
2
0
1
5
年

1
0
月

1
日

施
行

す
べ

て
の

指
定

管
理

協
定

我
孫

子
市

（
2
0
1
5
）

1
億

円
以

上
２

０
０

０
万

円
以

上
2
0
1
5
年

1
0
月

1
日

施
行

市
長

・
教

育
長

が
必

要
と

認
め

る
も

の

加
西

市
（
2
0
1
5
）

5
0
0
0
万

円
以

上
１

０
０

０
万

円
以

上
2
0
1
5
年

9
月

1
日

施
行

1
0
0
0
万

円
以

上
の

指
定

管
理

協
定

の
う

ち
市

長
が

必
要

と
認

め
た

も
の

　
資

料
：
各

市
・
区

の
公

契
約

条
例

に
関

す
る

「
手

引
」
等

を
元

に
公

益
社

団
法

人
神

奈
川

県
地

方
自

治
研

究
セ

ン
タ

ー
勝

島
作

成
。

 

自
治

体
名

(条
例

成
立

年
)

工
事

契
約

委
託

契
約

指
定

管
理

国
分

寺
市

（
2
0
1
2
）

9
0
0
0
万

円
以

上
1
0
0
0
万

円
以

上

①
設

備
の

保
守

点
検

　
②

施
設

・
設

備
の

管
理

（
運

転
）
　

③
施

設
管

理
（
受

付
等

（
電

話
交

換
・
自

転
車

駐
車

場
管

理
含

む
）
）
　

④
施

設
の

清
掃

　
⑤

ゴ
ミ

収
集

・
運

搬

①
1
0
0
0
万

円
以

上
の

指
定

管
理

②
指

定
管

理
者

で
公

の
施

設
の

使
用

許
可

及
び

当
該

公
の

施
設

の
維

持
管

理
を

主
た

る
業

務
と

す
る

も
の

厚
木

市
（
2
0
1
2
）

1
億

円
以

上
1
0
0
0
万

円
以

上

　 ①
庁

舎
そ

の
他

の
建

物
（
そ

の
敷

地
を

含
む

。
）
に

お
け

る
清

掃
、

警
備

、
駐

車
場

管
理

、
受

付
、

案
内

又
は

電
話

交
換

　
②

道
路

、
公

園
そ

の
他

の
施

設
の

清
掃

　
③

給
食

の
調

理
「
厚

木
市

老
人

憩
い

の
家

」
を

除
く

指
定

管
理

協
定

足
立

区
（
2
0
1
3
）

1
億

円
8
0
0
0
万

円
以

上
9
0
0
0
万

円
以

上
①

庁
舎

そ
の

他
施

設
に

お
け

る
設

備
又

は
機

器
の

運
転

又
は

管
理

　
②

庁
舎

そ
の

他
施

設
に

お
け

る
電

話
交

換
、

受
付

及
び

案
内

　
③

そ
の

他
区

長
が

適
当

と
認

め
る

も
の

区
立

保
育

園
、

都
市

農
業

公
園

、
花

畑
公

園
桜

花
亭

、
元

淵
江

公
園

・
生

物
園

、
生

涯

学
習

セ
ン

タ
ー

、
地

域
学

習
セ

ン
タ

ー
、

区

立
図

書
館

、
地

域
体

育
館

、
中

央
本

町

プ
ー

ル
、

総
合

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン

タ
ー

、
東

綾

瀬
公

園
温

水
プ

ー
ル

、
竹

の
塚

温
水

プ
ー

ル
、

千
住

本
町

小
学

校
温

水
プ

ー
ル

、
文

化
芸

術
劇

場
、

西
新

井
文

化
ホ

ー
ル

、
こ

ど

も
未

来
創

造
館

直
方

市
（
2
0
1
3
）

1
億

円
以

上
1
0
0
0
万

円
以

上
①

施
設

等
の

管
理

運
営

　
②

施
設

等
の

清
掃

　
③

施
設

等
の

警
備

　
④

 一
般

廃
棄

物
収

集
・
運

搬
　

⑤
学

童
保

育
所

運
営

　
⑥

学
校

給
食

調
理

　
⑦

窓
口

　
⑧

外
国

語
指

導

①
予

定
価

格
1
0
0
0
万

円
以

上
②

予
定

価
格

に
対

し
て

、
人

件
費

の
占

め
る

割
合

が
概

ね
7
割

以
上

の
指

定
管

理
者

協
定

。
体

育
施

設
、

文
化

施
設

、
公

園
管

理

三
木

市
（
2
0
1
4
）

5
0
0
0
万

円
以

上
1
0
0
0
万

円
以

上
①

庁
舎

清
掃

、
警

備
、

駐
車

場
管

理
、

受
付

、
案

内
又

は
電

話
交

換
  

②
道

路
、

公
園

そ
の

他
の

施
設

清
掃

、
給

食
の

調
理

1
0
0
0
万

円
以

上
の

指
定

管
理

協
定

千
代

田
区

（
2
0
1
4
）

1
億

5
0
0
0
万

円
以

上
3
0
0
0
万

円
以

上

　 ①
施

設
管

理
　

②
給

食
調

理
　

③
警

備
、

車
両

運
行

　
④

清
掃

　
⑤

廃
棄

物
、

資
源

等
回

収
　

⑥
窓

口
、

管
理

す
べ

て
の

指
定

管
理

協
定

高
知

市
（
2
0
1
4
改

正
）

1
億

5
0
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（２）相模原市

相模原市は、2014 年の 12 月 22 日に条例 
改正が行われた。 
【条例改正の要点】 

①適用範囲

（新） （旧）

工事 １億円以上 ３億円以上

委託 万円以上 万円以上

委託の業務：【現行】庁舎の整備、清掃、設

備運転・監視若しくは案内業務、給食

【追加】データ入力業務 窓口受付

②労働報酬下限額の設定（委託・指定管理）

（新） （旧）

地域最低賃金 生活保護基準

③継続雇用の努力義務を新設

④労働者派遣契約の取扱いを条例に明文化

⑤労働者台帳に支払われた労働報酬額を記

載するように改正

⑥労働者の周知について検討する

 
（３）渋谷区

年 月 日に東京都渋谷区議会は、

「渋谷区公契約条例の一部改正」を全会一

致で可決した。渋谷区は、 年 月に条

例が制定されたが、条例の適用範囲は工事

のみであった。制定当時から委託業務や指

定管理も条例の対象とするよう求める声が

強かったが、このたびようやく関係者の努

力が実を結んだ。 
施行は、2015 年 3 月 1 日。 

［条例改正の要点］

（ ）条例の適用範囲（第 条）

工事 ・1 億円以上（変更無し） 
・区長が特に認める工事

委託 1,000 万円以上（新設） 
施設等の清掃、保育施設運営、給食

調理（規則第 3 条） 
指定管理 区長が必要であると認めるもの

（新設） 

渋谷区公会堂、渋谷区特別養護

老人ホーム、渋谷区高齢者住宅

サービスセンター（規則第 3 条） 
（ ）報酬下限額（第 条）

工事 設計労務単価

委託・指定管理 職員の給与に関する条例

第 条第 項第 号及び

第 条の 第 項

 
４． 年「公契約条例」の「賃金・

報酬下限額」

 
2015 年度の「賃金・報酬下限額（以下「下

限額」）」については、表２のとおりである。 

（１）「工事」の「下限額」

①「下限額」の基準 
「工事」の「下限額」は、すべての自治体

で国の「設計労務単価」を基準としている。

しかし、適用する年次は、2014 年 2 月改訂

分と 2015 年 2 月改訂分と２種類にわかれる。

2014 年 2 月改訂を適用する自治体が、多摩

市、国分寺市、足立区、三木市。2015 年 2
月改訂を適用する自治体が、野田市、川崎市、

相模原市、渋谷区、厚木市、直方市、千代田

区である。 
また、工事については、労働者について「熟

練と未熟練」を区別し、別の基準を適用して

いる自治体もある。区別のある自治体は、相

模原市、多摩市、渋谷区、厚木市、足立区、

三木市である。 
「未熟練労働者」について、委託労働者と

同じ基準を適用する自治体は、相模原市、渋

谷区、厚木市、三木市である。異なる基準を

持つ自治体が、多摩市、足立区である。 
②「下限額」の比較 

額は、いずれの自治体も「設計労務単価」

の時間単価に定率を掛けて算出している。 
90％の自治体が８、野田市と千代田区が 

18　自治研かながわ月報 2015年4月号（No.152）
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85％、直方市が 80％となっている。 
 
（２）「設計労務単価」と「賃金・報酬下限額」

年 月 日に公表された「 年

月から適用する設計労務単価」は、全国平均

で 円で、前年 月改訂比較で ％上

がり、 年以降 年連続増額となった。

（ 年度 ％、 年度 ％）

設計労務単価の全国平均は、 年度の

円をピークに毎年度下がり続け、

年度には、 円と実に 円以上も下

がった。 年度は、 年 月 日の東

日本大震災の復興需要もあり、 円（前

年比で 円の増）とわずかに上がった。

年度に大幅に上がった背景には、東日

本大震災復興需要などに伴う全国的な人手不

足があるが、政府の方針として「法定福利費

相当額と入札不調状況に応じた補正」等を実

施した影響が大きい。

2015 年度の設計労務単価（主要 12 職種）

と公契約条例の「下限額」との比較表につい

ては、表 3 の通りである。 
前年度の設計労務単価を適用する方式をと

っている自治体については、2011 年度以前は、

設計労務単価が前年を下回っていたので、労

賃の底割れを防ぐ意味では有効であったが、

前年度を上回る場合には労働者に不利になる。

設計労務単価の引き上げがあった場合には、

制度の運用上の制約はあると思うが、制度の

趣旨をふまえ、労働者に有利な方向で迅速に

対応することが求められている。 

（３）「委託・指定管理」の「下限額」

「委託・指定管理」の「下限額」は、自治

体毎に基準が異なる。 
①「下限額」の基準 
野田市は、職種ごとに設定している。 
川崎市、多摩市、厚木市、高知市は生活保

護を基準としている。 

相模原市は、これまで生活保護を基準とし

てきたが、2014 年の条例改正で、地域別最低

賃金（以下「地域最賃」）を基準に改めた。ま

た、多摩市においても 2015 年度に基準の見

直しを行うこととしている。 
生活保護基準については、「地域最賃」が生

活保護を下回る傾向にあったために、採用さ

れた。しかし、「地域最賃」と「生活保護」の

逆転現象が 2014 年答申で解消された事など

を受けて見直しの声があがっている。 
最近制定される条例については、職員給与

や臨時職員給与などを基準とする傾向になっ

ている。足立区、直方市、三木市、千代田区、

我孫子市、加西市。 
②「下限額」の比較 

「下限額」は、渋谷区と千代田区が 938 円

と 11 条例中で最も高い。次いで足立区が 930
円、厚木市 911 円、川崎市 910 円、相模原市

909 円、多摩市と国分寺市が同額の 903 円と

なっている。東京と神奈川はいずれも 900 円

以上である。野田市は、849 円、直方市 839
円、三木市 830 円である。 

（４）「地域最賃」と「下限額」

「委託・指定管理」の「下限額」を「地域

最賃」と比較すると表 4 のとおりである。野

田市は、対象となる職種毎に賃金を設定して

いるので、最も低い職種を例としている。 
野田市は、2010 年の「下限額」が 829 円、

「地域最賃」が 728 円でその差額が 101 円と

なっていた。2015 年度は、「下限額」849 円、

「地域最賃」798 円で 51 円の差額となり、 
差が縮小している。また、「下限額」と「地域

最賃」をそれぞれ年次別に比較すると、2010
年の「下限額」が 829 円で、2015 年が 849 
円で 20 円上昇している。「地域最賃」は 2010
年 728 円、2015 年 798 円で、54 円上昇して

おり、「地域最賃」の伸びが「下限額」を上回 
っている。 
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額
）
×

8
0
％

直
方
市
行
政
職
給
料
表
１
級
５
号
給

に
定
め
ら
れ
た
1
時
間
当
た
り
の
金

額
を
下
回
ら
な
い
額

同
左

三
木
市

公
共
工
事
設
計
労
務
単
価

（
2
0
1
4
年
2
月
改
訂
額
）
×

9
0
％

※
見
習
い
労
働
者
等
お
よ
び
年
金
受

給
者
2
0
1
5
年
8
3
0
円

三
木
市
職
員
高
卒
初
任
給
月
額
相

当
額
1
4
9
8
0
0
円
に
地
域
手
当
3
％
を

加
算
し
た
額
の
9
0
％

同
左

千
代
田
区

公
共
工
事
設
計
労
務
単
価

（
2
0
1
5
年
2
月
改
訂
額
）
×

8
5
％

公
的
機
関
の
指
標
等
を
勘
案
し
て
得

た
額
（
職
員
給
与
・
臨
時
職
員
等
）

同
左

高
知
市
＊
2

検
討
中

（
2
0
1
5
年
1
0
月
1
日
施
行
）
生
活
保
護

同
左

我
孫
子
市

検
討
中

（
2
0
1
5
年
1
0
月
1
日
施
行
）

我
孫
子
市
臨
時
任
用
職
員
取
扱
要

綱
に
さ
だ
め
る
事
務
補
佐
員
お
よ
び

千
葉
県
地
域
最
低
賃
金

同
左

加
西
市

検
討
中

（
2
0
1
5
年
9
月
1
日
施
行
）

加
西
市
一
般
職
職
員
給
与
規
則
第
4

条
及
び
別
表
第
4
に
定
め
る
額
並
び

に
市
内
の
同
種
の
労
働
者
の
賃
金

等

同
左

資
料
：
各
市
・
区
の
公
契
約
条
例
に
関
す
る
「
手
引
」
等
を
元
に
公
益
社
団
法
人
神
奈
川
県
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
勝
島
が
作
成
。

＊
1
渋
谷
区
は
、
2
0
1
4
年
に
条
例
改
正
し
適
用
範
囲
を
業
務
委
託
お
よ
び
指
定
管
理
に
拡
大
。
＊
2
高
知
市
は
、
2
0
1
4
年
に
条
例
全
面
改
正
し
、
報
酬
下
限
額
の
規
定
を
設
け
た
い
わ
ゆ
る
「
公
契
約
条
例
」
と
な
っ
た
。

自
治
体
名

委
託
業
務
契
約

指
定
管
理

賃
金
・
報
酬
下
限
額

検
討
中
（
2
0
1
5
年
9
月
1
日
施
行
）

検
討
中
（
2
0
1
5
年
1
0
月
1
日
施
行
）

検
討
中
（
2
0
1
5
年
1
0
月
1
日
施
行
）

2
0
1
4
年
9
1
0
円
→
2
0
1
5
年
9
3
0
円

2
0
1
4
年
8
2
6
円
→
2
0
1
5
年
8
3
9
円

2
0
1
4
年
8
2
0
円
→
2
0
1
5
年
8
3
0
円

2
0
1
4
年
9
3
8
円
→
2
0
1
5
年
9
3
8
円

2
0
1
3
年
9
0
3
円
→
2
0
1
4
年
9
0
3
円
→
2
0
1
5
年
9
0
3
円

2
0
1
3
年
8
8
2
円
→
2
0
1
4
年
8
9
4
円
→
2
0
1
5
年
9
1
1
円

「公契約条例」の現況について　21
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多摩市は、2012 年の「下限額」が 903 円、

「地域最賃」が 837 円で差額は 66 円である。

2015 年の「下限額」が 903 円で「地域最賃」

が 888 円で、その差額は 15 円と縮小してい

る。また、年次別の伸びを比較すると 2012
年の「下限額」は 903 円、2015 年も同額で

伸びは 0 円。同様に「地域最賃」の伸びを見

ると 51 円となっている。 
以下、他の自治体も同様に見ていくと、い

ずれも「下限額」は「地域最賃」を上回って

いるが、ほとんどの自治体で「地域最賃」の

伸びが「下限額」を上回り、その差は小さく

なっている。例えば、2015 年度の「下限額」

と「地域最賃」との差額は、多摩市、国分寺

市は 15 円、相模原市 22 円、川崎市 23 円、

厚木市 24 円などは「地域最賃」との差がほ

とんどなくなっている。他の自治体も同様に

差が縮小する傾向にある。 
この間、「委託・指定管理」の「賃金・報酬

額」のあり方、あるいは公契約条例における

基準設定については、多くの議論があった。

「地域最賃」が「生活保護」水準を「超えた」

現状をふまえ、「基準のあり方」について検討

を急ぐべきである。 

単位：円

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 差

野田市

地域最賃

差

多摩市

地域最賃

差

渋谷区

地域最賃

差

国分寺市

地域最賃

差

足立区

地域最賃

差

千代田区

地域最賃

差

川崎市

地域最賃

差

相模原市

地域最賃

差

厚木市

地域最賃

差

直方市

地域最賃

差

三木市

地域最賃

差

資料：公益社団法人神奈川県地方自治研究センター勝島作成。

表4　委託「賃金・報酬下限額」と「地域最賃」比較

野田市は、職種ごとに賃金設定。最も低い職種を適用。

「公契約条例」の現況について　23
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『自治研かながわ月報』2013 年 12 月号で、県内の自治体が独自に取り組み始めたいわゆる

「公共施設マネジメント」の傾向について、特例市規模以上の市を中心にレポートしたが、2014
年 4 月に総務省から自治体に向けて「公共施設等総合管理計画」の策定要請が行われたこともあ

り、2014 年度も公共施設白書の作成や施設配置の適正化・再編に関わる計画策定の動きが活発化

している。そこで本号では、前回扱わなかった市や町も含め、2014 年にすすめられた県内市町の

公共施設マネジメントの取組みを紹介しつつ、国からの通知を踏まえた動向をレポートする。 
 

 
１．公共施設管理に対する国からの要

請 

総務省は、2014 年 4 月 22 日付総務大臣

通知「公共施設等の総合的かつ計画的な管理

の推進について」と同時に、総務省自治財政

局財務調査課長名で「公共施設等総合管理計

画の策定にあたっての指針の策定について」

を発し、各自治体における「公共施設等総合

管理計画」の速やかな策定を要請した。 
通知では、国が、2013 年 6 月 14 日閣議

決定の「経済財政運営と改革の基本指針」に

示された、「インフラ老朽化が急速に進展す

る中、『新しく造ること』から『賢く使うこ

と』への重点化を課題」との認識で、2013
年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」を

策定していることから、自治体に対しても

「国の動きと歩調を合わせ」ることへの配慮

をお願いするとしている。 
総務省では「公共施設等総合管理計画の策

定にあたっての指針」を策定し、「インフラ

長寿命化基本計画」とともに参考に資すべき

ことを求めているが、この指針には、「第一

総合管理計画に記載すべき事項」「第二総合

管理計画策定に当たっての留意事項」のほか、

「第三その他」の中で、「五総合管理計画の

策定に係る財政措置について」の言及があり、

計画策定に要する経費については 2014（平

成 26 年）度から 3 年間特別交付税措置を講

じることが示されている。また、同年度から

総合管理計画に基づく公共施設等の除却につ

いて地方債の充当を認める特例措置が講じら

れることになった。 

２．県内指定都市の取組み

（ ）横浜市

2000 年から公共施設長寿命化への取組み

を開始していた横浜市では、2009 年 3 月に

都市基盤施設も含めた「公共施設の保全・利

活用基本方針」を策定していたが、これを改

定し、「中期４か年計画 2014～2017」の施

策「公共施設の保全・更新」を推進する基本

方針として、2015 年 3 月に「公共施設管理

県内市町の「公共施設マネジメント」 年の動き

－国による「公共施設等総合管理計画」の策定要請を受けて－

編集部

24　自治研かながわ月報 2015年4月号（No.152）
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基本方針」を策定するに至っている。 
指針には「１将来にわたり安全で強靭な都

市づくりを推進」「２変化に対応しながら必

要な機能を持続的に提供」という２つの基本

方針のもと、2017 年度までの全庁及び局ご

との行動計画が盛り込まれており、国からの

要請にも応えるものとの位置づけである。 
 
（ ）川崎市

川崎市は、2011 年 2 月に「資産マネジメ

ントプラン」を策定し、2013 年度までの 3
ヵ年を取り組み期間と位置づけて、モデルケ

ースによる取組手法の検討や大規模施設を中

心とした施設の長寿命化等の資産マネジメン

トに着手してきたが、引き続く第２期の取組

期間の実施方針として、2014 年 3 月に「か

わさき資産マネジメントカルテ」を策定した。 
第２期の「かわさき資産マネジメントカル

テ」では、①施設の長寿命化、②資産保有の

最適化、③財産の有効活用の３つの戦略で取

組を推進することとしており、特に施設の長

寿命化については 2014 年度から 2020 年度

までを重点的取組期間として設定している。 
取組みの対象施設に「市が保有する建築物

及び道路、橋梁等のインフラ施設」と、イン

フラ施設を含めたことは今期の特徴である。 

（ ）相模原市

相模原市では、2011 年 5 月の「公共施設

マネジメント取組指針」策定以来、2012 年

3 月に「公共施設白書」の作成、2013 年 10
月に「公共施設の保全・利活用基本方針」の

策定、同年 12 月に道路・橋りょう・河川・

下水道等の施設を対象とした「土木施設維持

管理基本方針」を策定するなど、公共施設マ

ネジメントには積極的に取り組んできた。 
2015 年 3 月には、それぞれのマネジメン

トが連携しながら、総合的かつ長期的な視点

に立って取り組むことが重要であるとして、

各計画・方針等に定める基本方針を「公共施

設等の総合的・計画的な管理に関する基本的

な考え方」としてまとめている。なお、この

「基本的な考え方」は「公共施設等総合管理

計画」として位置づけられている。 

３．県内一般市・町の取り組み

 
横須賀市

横須賀市では 2013 年 9 月に「公共施設マ

ネジメント白書」を作成・公表した後、

2014 年 1 月から市長の諮問機関として「施

設は一適正化計画検討委員会」を設置して、

施設配置適正化計画の検討を進めてきた。 
市は、同委員会からの答申を 2014 年 7 月

に受け、庁内組織での検討と市長との車座会

議、まちづくり出前トーク等の市民参加を経

て、2015 年 1 月に「公共施設配置適正化計

画」を策定したが、計画に「2052 年度まで

に施設総量の 17％を削減」という数値目標

が示され、廃止予定の施設も明記されたこと

のインパクトは大きかった。 
 
平塚市

平塚市では、2010 年 11 月に作成した

「施設白書」を、市が所有する公共施設を総

合的に管理するためのデータ集として、公共

施設をすべて網羅して改訂、名称も「公共施

設白書」と変更して 2014 年 3 月に公表した。 
白書は、市が保有する公有財産のうち主に

建物を取り上げているが、400 施設（1406
棟）のうち約半数の 692 棟が建築後 30 年以

上経過し、大規模改修や建替えに要する将来

負担費用を今後 40 円間で約 3,400 億円と試

算し、更新については、全市的かつ総合的な

視点で「選択と集中」を判断していくことが

必要としている。 
 

鎌倉市

県内市町の「公共施設マネジメント」2014年の動き　25
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鎌倉市は、2012 年 3 月に「公共施設白

書」を作成、12 月に外部有識者で構成され

る「公共施設再編計画策定委員会」を設置し

て検討をすすめ、2013 年 4 月に「公共施設

再編計画基本方針」を策定した。その後、市

民ワークショップや説明会、パブリックコメ

ントの実施等を経て、2015 年 3 月に「公共

施設再編計画」を策定し、年間 24.8 億円と

いう更新コストの削減目標を打ち出している。

なお、2015 年度には、社会基盤施設マネジ

メント計画の策定も予定されている。 
 

藤沢市

藤沢市は、2014 年 3 月に「公共施設再整

備基本方針」を策定し、それを具現化するた

めとして同年 11 月に「公共施設再整備プラ

ン」を策定して再整備の方向性を示した。 
基本方針とプランでは、建物のみを公共施

設と定義していたが、国からの要請があった

として、公共建築物、道路、橋りょう、下水

道、準用河川、水路等も含めて公共施設を類

型化した「公共施設等総合管理計画」を

2015 年 3 月に策定している。 
 

小田原市

小田原市では、2010 年 3 月に「施設白

書」を作成、その分析を踏まえて 2011 年 3
月に「市有施設の管理運営に関する基本方

針」を策定していたが、2015 年 3 月に基本

方針の改訂版を策定した。 
改定版の指針では、公共建築物に加え公共

インフラも対象範囲とし、今後 30 年間を対

象期間とした内容になっている。 
 

厚木市

厚木市では、2013 年 4 月に「公共施設の

最適化基本方針」とともに「中心市街地の公

共施設再配置計画」を策定していたが、国に

よる策定要請を踏まえたものとして、2015

年 3 月に「公共施設最適化基本計画」を策

定するに至っている。 
計画期間は 2015 年度から 2054 年度まで

の 40 年間で、本計画は概ね 10 年ごと、個

別施設計画については概ね 5 年ごとに見直

す予定とされる。土木インフラの最適化に関

する取組みの方針や公共建築物の施設類型ご

とに今後の方向性を示した上で、短期的な最

適化の取組み内容が盛り込まれている。 
 

伊勢原市

伊勢原市は、2014 年 9 月に「公共施設白

書」を作成しており、そこで適切なマネジメ

ントの必要性が明らかになったとして、

2015 年 3 月に「公共施設等総合管理基本方

針」を策定した。この基本方針と今後策定予

定の「（仮称）公共施設等総合管理計画」を

もって、国からの要請に応えるとしている。 
 

海老名市

海老名市は、これからの公共施設の維持・

更新を踏まえたあり方の検討が課題であると

して、その基礎資料となる「公共施設白書」

を 2014 年 11 月に作成・公表した。白書で

は、人口動向、財政状況、施設の老朽化及び

将来費用を明らかにした上で、現状維持の場

合に 65 年間で経費が 200 億円以上になると

して、今後の公共施設のあり方を財政面も含

めて多角的に考えていく必要があるとの問題

を提起して、公共施設の更新問題の解決に向

けた取組みの方向性を示している。 
2015 年度から「公共施設再編計画」の策

定作業を開始し、2016 年度中に再編計画を

策定する予定となっている。 
 

座間市

2013 年 3 月に「公共施設白書」を作成し

ていた座間市では、2015 年 3 月「公共施設

利活用指針」を策定した。 

26　自治研かながわ月報 2015年4月号（No.152）
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指針の策定は、2011 年 3 月に策定した

「第 4 次総合計画」の重点的に取り組む戦

略プロジェクトに位置づけられていたもので、

白書で、施設の大規模改修や立替に要する費

用が今後 20 年間で約 300 億円の支出増とな

る見込みが明らかになったことを踏まえて、

今後の公共施設利活用の基本的な考え方とし

て、３つの基本方針を示している。 
指針の対象は白書と同様の建物系施設で、

この指針を基にしながら今後は「（仮）公共

施設再整備計画」を定める予定としている。 
 

町の動き

町では、二宮町が 2013 年 10 月に「公共

施設再配置に関する基本方針」を策定したの

が先陣で、「新規整備は原則として行わな

い」「施設の更新（建替え）」は複合施設と

する」「施設総量（総床面積）を縮減する」

という「公共施設三原則」を定めた。 
葉山町では、2014 年 3 月に公共施設の維

持保全等の方針及び計画を検討するための基

礎資料として「公共施設白書」を作成し、今

後の公共施設マネジメントについて「公共施

設の量の調整と質の向上についての計画を策

定する必要がある」との方向性を示している。 
箱根町は「公共施設白書」を 2014 年 4 月

に作成し、公共施設の現状を「量（ストッ

ク）」「管理運営経費（コスト）「利用状況

（サービス）」の３つの視点から「見える

化」した。今後のあり方を検討していく第一

歩と位置づけられている。 
 
４ 年の傾向と今後の期待

国からの策定要請の影響

冒頭に記した国からの「公共施設等総合管

理計画」の策定要請以前の 2013 年 12 月末

に公表された地方財政対策で、計画策定等に

かかる費用に対する特別交付税の措置が明ら

かになっていたが、県内では、独自に「公共

施設マネジメント」に取り組んでいた自治体

もあり、2014 年度中に計画策定に至ったと

ころでは、概ね、これまで独自に進めてきた

取組みをベースに中味を整理し、国からの策

定要請があった「公共施設等総合管理計画」

の内容に合わせて再構成する形が採られてい

るようである。 
なお、建物と土木インフラについては所管

部所が異なることもあり、これまで別々に方

針作りを進められる傾向にあったが、総務省

通知の影響か、川崎市・相模原市・藤沢市の

ように指針を一本化してとりまとめる動きが

出てきている。 

人口減少予測への言及

2013 年時点の指針や計画では、自治体が

「公共施設マネジメント」に取り組む背景と

して、少子高齢社会における生産年齢人口の

負担問題を懸念する記述が目立ち、将来人口

の減少予測に言及していたのは相模原市や横

須賀市のごく一部であったが、2014 年は、

国が人口減少問題への対応を打ち出した影響

か、小田原市の改訂版や伊勢原市のように、

人口減少予測を強調するものも見られた。 
 

議会・住民の関与を

国からの計画策定に対する交付税措置が 3
年限定とされる一方で、既存施設の除却に地

方債を充当する条件に「公共施設等総合管理

計画」の策定があり、2015 年度以降も各自

治体で計画策定への取組みが展開されること

になるだろう。その際、時限的な国の条件対

応が優先され、住民への情報提供や説明が不

十分なまま、事態がすすむ向きは否めない。

計画策定への議会の関与は任意だが、住民と

対話のできる「公共施設マネジメント」に向

けて、まずは議会によるチェック機能が作用

することを期待したい。 
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自治体 公共施設等の管理に関わる計画等 公表年月 対象施設の範囲

横浜市 横浜市公共施設管理基本方針 2015年3月 公共建築物・都市基盤施設

川崎市 かわさき資産マネジメントカルテ 2014年3月 公共建築物・道路・橋りょう

相模原市
公共施設等の総合的・計画的な管理に関
する基本的な考え方

2015年3月
公共建築物･土木施設･都市公園・その他(資
源循環系施設など）

横須賀市 施設配置適正化計画 2015年1月 床面積50㎡以上の建物

平塚市 公共施設白書 2014年4月 公共施設(建物）

鎌倉市 公共施設再編計画 2015年3月 市民利用施設

公共施設再整備基本方針 2014年3月 公共施設(建物）

公共施設再整備プラン 2014年11月 公共施設(建物）

藤沢市公共施設等総合管理計画 2015年3月
公共建築物・道路・橋りょう･下水道･公園･準
用河川・水路等

小田原市
市有施設の管理運営に係る基本方針改
訂版

2015年3月 公共建築物・公共インフラ

厚木市 公共施設最適化基本計画 2015年3月 公共建築物･土木インフラ

公共施設白書 2014年9月 建物・インフラ･低未利用地

公共施設等総合管理基本方針 2015年3月 公共施設・インフラ

「(仮称）公共施設等総合管理計画」の策
定

予定(時期不明）

海老名市 公共施設白書 2014年11月 市民利用施設

公共施設白書 2013年3月 公共施設(建物）

公共施設利活用指針 2015年3月 公共施設(建物）

公共施設調査報告書 2013年3月 市民サービス提供施設・インフラ施設

「（仮称）公共施設有効利用促進計画」の
策定

予定(時期不明）

葉山町 公共施設白書 2014年3月 公共施設(建物）

二宮町 公共施設再配置に関する基本方針 2013年10月 公共施設(建物）

箱根町 公共施設白書 2014年4月 公共施設(建物）

※注２：前回（2013年12月号）に掲載のない市町は対象時期以前のものも含む

※注1：各自治体のHP公表資料等をもとに編集部にて作成

〔資料〕　県内市町の「公共施設マネジメント」に関連する取組み状況（2014年1月～2015年3月）

藤沢市

座間市

＜指定都市＞

＜一般市＞

＜町＞

伊勢原市

綾瀬市
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